
 

 

・鳥取県立武道館事務室で減免個人利用登録を行い、減免個人利用カードを
発行してもらってください。
※カードの発行には学生証の提示が必要です

令和８年度鳥取県立武道館の夏季休業中生徒の学習スペース利用方法

鳥取県立武道館に空き状況の確認1

・電話、メール等により、当日の空き状況を確認します。
・当日、会議室等に利用が入る場合もあるので注意してください。

鳥取県立武道館減免個人利用登録2

利用受付3

学習スペースの利用注意事項4

・席の予約はできませんので、空いている席をご利用ください。
・私語はしないでください。
・コンセントは利用できません。
・一部の施設ではWi-Fiの利用も可能ですが、接続台数には限りがあります。
・飲食は可能ですが、ごみ等は持ち帰りください。
・施設点検や施設の利用により、学習スペースとして利用できない日、時間
があります。

・忘れ物にご注意ください。
・室内の温度調整は事務室で一括管理を行っておりますが、場所により寒暖
差が出る場合があります。衣服でご調整してください。

・貴重品は各自で管理をお願いします。
・発熱や体調不良の方は利用をお控えください。

利用終了後5

・事務室受付で、利用できる学習スペース施設を確認してください。
・発行された減免個人利用カードを事務室に提出します。
・当日、施設に空きがあれば、減免個人利用カードの提出で、何度でも利用
可能です。

・利用が終了したら、事務室受付で利用終了を伝え、減免個人利用カードを
返却してもらってください。
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○利用時間：9時から21時まで（施設の空き時間中は1日何回でも、連続利用できます（時間

制限なし））

○利用料金：無料（鳥取県立武道館減免利用者登録が必要）

○利用可能者：鳥取県内の中学校・高等学校に通学する生徒

○利用期間：令和8年7月21日（火）から8月31日（月）まで

○利用可能施設：2階 会議室（66席）・研修室（2）（18席）・研修室（3）（6席）

※席は1台の机に2人利用となります


